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●（参考資料）エコカー減税 (自動車重量税) の概要 令和８年度税制改正の大綱（抜粋）
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（参考資料）自動車環境管理計画書制度の見直し

【対応案１】 計画書及び実績報告書作成の負担感軽減のための見直し

●グリーン経営認証制度（類似制度）との比較
共通仕様化への検
討

類
似
性

自動車環境管理計画書制度
（東京都）

グリーン経営認証制度
（公益財団法人交通エコロジー・モビリ
ティ財団）

比較項目

目的は類似〇・東京都内の自動車使用事業者に対し
、自主的な環境への配慮行動を求め、都
の環境改善を図る

・環境負荷の少ない持続可能な経営を
促進。環境マネジメントシステムの継続的
な向上を目指す

制度目的

東京都制度は義務
に対して、財団は任
意

×・東京都の条例による義務制度
・同条例で低公害低燃費車の導入義務
制度あり

・任意の認証制度（事業者の自主的参
加）
・全国共通の仕組み
・国交省が推奨

根拠・特徴

運送事業者が対象
である点は共通

△東京都内で 30台以上 の自動車を使用
する事業者（現在、約1500者。うち運
送事業者約600者）

運送事業者（トラック、バス、タクシー等
）、倉庫、旅客船、港湾運送など（現
在、都内255事業所認証）

対象
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（参考資料）自動車環境管理計画書制度の見直し

【対応案１】 計画書及び実績報告書作成の負担感軽減のための見直し

●グリーン経営認証制度（類似制度）との比較
共通仕様化への検
討

類
似
性

自動車環境管理計画書制度
（東京都）

グリーン経営認証制度
（公益財団法人交通エコロジー・モビリ
ティ財団）

比較項目

報告者が異なるため
申請共通化は困難

×事業者（都内に複数事業所を有する場
合は事業者でまとめて提出）

事業所報告者

両制度とも、毎年
（度）、書類を提
出

〇・環境管理計画書（５年度ごと）
・実績報告書（１年度ごと）

・グリーン経営推進マニュアルに基づく申
請書
・自己診断（チェックシート）
（２年ごとの申請時と中間の１年ごとに
書類提出）

提出書類

両制度とも公表。た
だしグリーン経営認
証制度は名称等の
みで申請内容は非
公表

△・東京都のHPで公表（外部サイト）
・公表内容は、計画書・実績報告書の内
容の一部（事業者情報、削減目標及び
実績値、使用台数、エコドライブ等への取
組状況等）

・認証取得事業所として財団HPで公表
・公表内容は、名称、所在地のみ。申請
内容は非公表。

公表
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（参考資料）自動車環境管理計画書制度の見直し

【対応案１】 計画書及び実績報告書作成の負担感軽減のための見直し

●グリーン経営認証制度（類似制度）との比較
共通仕様化への検
討

類
似
性

自動車環境管理計画書制度
（東京都）

グリーン経営認証制度
（公益財団法人交通エコロジー・モビリ
ティ財団）

比較項目

自動車使用状況に
関しては共有点が
多いが、燃費管理に
ついては、報告単位
など異なる点もある

△・特定低公害・低燃費車の導入状況
・CO₂・NOx・PM 削減目標の設定
・1台ごとの車両情報及び走行距離・燃
料使用量

・エコドライブや車両の維持管理の取組状
況（記述式及び点数記述式）
・車両使用の合理化の取組について

・低公害車導入状況
・燃費目標の設定
・車両区分（燃料種別、最大積載量区
分）ごとの走行距離・燃料使用量

・エコドライブ、点検整備等への取組状況
（チェックシート形式）

自動
車導
入・
使用

報告
内容

グリーン経営認証制
度は、自動車の使
用以外の経営面に
ついても提出

×－・廃棄物管理、空車距離削減など業種
別の取組項目を審査

経営
管理
等
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（参考）実績報告書提出事業者へのフィードバック
・事業者から提出された実績報告書を基に、各事業者の「事業者カルテ」を作成し、取組状況をフィードバック

サンプル

特定低公害・
低燃費車や
非ガソリン車
の導入状況

同業他社との比較

CO2排出量状況
の推移

エコドライブ
などＣＯ２削
減の取組状況
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【導入義務制度】条例・規則・要綱における規定内容（概要）
要 領要 綱規 則条 例

―条例34条要綱
・乗用車、軽乗用車、貨
物車等の定義

・低公害・低燃費車の要件

規則16条の４
燃費性能が相当程度高いものとして
知事が指定する「低公害・低燃費
車」の「燃費性能」は、自動車の
「エネルギー消費効率の値」で判断
することを規定

条例34条
低公害・低燃費車等の使用
及び利用の努力義務

努
力
義
務

条例35条要領
排出ガス、燃費要
件を持たない車両（Ｃ
ＮＧ等）について特定
抵公害・低燃費車認定
要件を規定

※当該車両の走行試験
結果の提示を求めるも
のも、これまで申請実
績なし

条例35条要綱
・乗用車、軽乗用車、貨物
車、等の定義（軽貨物車
は軽量車に含む）

・特定低公害・低燃費車の
要件、及び該当要件に係
る認定を規定

・非ガソリン車の要件

規則17条要綱
・ＺＥＶ等の換算率を規定

規則17条
特定低公害・低燃費車の導入義務
・対象規模（200台）
・義務率（30％）
・非ガソリン義務対象乗用
車の定義

・導入を求める非ガソリン
車は特定低公害・低燃費
車要件に合致することを
規定

条例35条
低公害・低燃費車の導入義
務
・特定低公害・低燃
費車導入義務

・乗用車非ガソリン
車導入義務

導
入
義
務
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（参考）周辺３県における自動車環境管理計画書制度と低公害・低燃費車導入義務について

東京都神奈川県埼玉県千葉県項目

〇自動車環境管理計画書制度（名称は自治体により異なる）

Ｒ４～Ｒ８年度Ｒ２～Ｒ６年度Ｒ７～Ｒ11年度Ｒ３～Ｒ７年度対象期間

30台以上30台以上30台以上30台以上対象事業者
（使用台数）

〇低公害・低燃費車導入義務

200台以上—200台以上200台以上対象事業者
（使用台数）

低公害・低燃費車—低燃費車低公害車導入義務車両要件

[排出ガス性能]
平成 17 年又は平成30年基準
75％以上低減車

[燃費性能]
令和２年度燃費基準 20 ％向
上以上

—

[排出ガス性能]
要件なし

[燃費性能]
令和12年度基準達成又は
令和2年度燃費基準20％以上達
成車

※車両総重量3.5ｔ超は令和２年度燃
費基準達成

[排出ガス性能]
平成 17 年基準50%低減レ
ベル又は平成30年基準25％
低減レベル

[燃費性能]
要件なし

基 準

30％—50%60%導入義務率

R８年度末R11年度末R12年度末達成期限

●導入義務なし●Ｒ７年度制度変更
・導入義務率
40％⇒50％に変更

・低燃費車の基準変更

備 考

乗用車ガソリン車
の例

第1回検討会資料
再掲
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○ 2030年を一つの目標に、多くのメーカーが非ガソリン車（特にZEV）の市場投入を拡大
○ EV、FCVも販売拡大が⾧期的に進むが、昨今のEV販売の鈍化に伴い、明確な目標年限や数値を示していないメーカーがほとんどとなっている。

トヨタ

ホンダ

日産

マツダ

三菱

スバル

ダイハツ

スズキ

日野

いすゞ（UD）

三菱ふそうトラック・バス

BMW

2030 2035 2040

販売台数360万台目標のうち、HEV220万台、
EVは30％を下回る

2040年
ZEV販売比率100％

2040年 ZEV販売比率未設定
（マルチパスを継続）

EV販売台数350
万台目標

HEV販売拡大でEVの202E販売台数
100万台に下方修正

グローバルに電動車（EV、e-power、PHEV）の
モデルミックス55%以上

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

世界販売の
25～40%をEVに

EV
主体HEV、PHEV、BEV

2030年
EV販売比40％目標

トヨタ・スズキ・ダイハ
ツの協業で、軽商用

EV開発

2027
EV投入

2030年までに
EV 6モデル投入

2030年目標見直しにより明確
に把握不可

商用車を中心
にEV化を推進

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

2030までに全カテゴリでZEVを提供

2024小型トラック 2026バス 2027以降中型・大型トラック

ZEV販売比率100％の年限や
目標数値は明示していない

2035ごろまでに順次カテゴリ単位でZEVを提供していく予定
中型EVトラックへ拡大小型トラック・路線バスは投入済み

新型トラックおよびバスの走行時CO₂e排出量ゼロを日本で2039年までに実現
ZEV販売比率100％の年限や目標数値は明示していない

2022小型トラック

2030年、全世界の販売台数
の50％のEV化目標

市場と規制の動向に合わせて電動化を推進していく姿勢を示し、
ZEV販売比率100％の年限や目標数値は明示していない

非ガソリン車の市場販売における自動車メーカーの動向
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ZEVに関する海外の動向

アメリカ:EV普及は大幅減速の見通し

・2030年時点のライトビークル（※）販売に占める電気自動車の割合予測 … 27％
（2024年時点の予想値48％からの大幅下方修正）※乗用車・小型トラック

・政府によるエネルギー政策の転換、輸入関税の引き上げなどが原因

EU:2035年から内燃エンジン搭載の新車販売を実質的に禁止する計画を撤回

・合成燃料（e-Fuel）、次世代バイオ燃料、欧州産低炭素鋼材の使用など、一定の条件を満たせば2035年以降も
エンジン車の新車販売を認める方針に転換（CO2排出量について、21年比で９０％削減することを目指す)

中国:当初目標を大きく上回るペースで伸⾧

・NEV（EV・PHEV・FCVの総称）販売台数（2025年１～８月）…新車総販売台数に対して45.5%
（2020年設定の目標値20％に対し大幅超過）

○ 欧米が一時後退の傾向にある一方、中国では着実に普及し始めている。
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東京都の導入支援について （１／7）

補助額対象者対象車両等補助金名称

基本助成額:20万円（給電機能を有する車両）
10万円（給電機能を有しない車両）
事業用貨物自動車:20万円を上限に車種別に設定

基本助成に上乗せ
・ＺＥＶ普及特別支援制度:加算対象となる車両製造事業者等の条件を満たすことで、5万円×該当項目数（上
限10万円）

・非ガソリン車両ラインナップ評価制度:該当する評価項目の達成状況に応じた助成額（メーカー別に評価項目に応
じて異なる上乗せ助成金がある（上限40万円）

・ＧＸ取組評価制度:評価項目の達成状況に応じた助成額（上限20万円）
・再生可能エネルギー電力の導入:基本助成額15万円。２ｋＷ以上の発電出力の太陽光発電システムを設置又
は自営線で接続している場合これに加算:上限EV30万円・PHEV15万円

・充放電設備の導入:1口当たり1台のみを対象に10万円/1台（上限1台当たり10万円）
・公共用充電設備の導入
普通充電の場合:1口当たり1台のみを対象に5万円/1台
急速充電設備又は超急速充電設備の場合:1口当たり1台のみ対象に10万円/1台（上限1台当たり10万円）

・高級車:840 万円以上の車両は上記のすべての上乗せ額に0.8を乗じる
※初度登録年度により補助額が変動するので、令和７年４月１日以降に初度登録又は初度検査された車両について記載

個人（車両
を所有し、又
は使用する
者）（以下、
個人とする）
事業者（車
両を所有し、
又は使用す
る者）（以
下、事業者と
する。）

EV

電気自動車
等の普及促

進事業

【クール・ネッ
ト東京 モビ
リティチーム】

PHEV

基本助成額:150万円（給電機能を有する車両）
140万円（給電機能を有しない車両）

基本助成に上乗せ
・ＺＥＶ普及特別支援制度:加算対象となる車両製造事業者等の条件を満たすことで、5万円×該当項目数（上
限10万円）

・再生可能エネルギー電力の導入:基本助成額25万円。２ｋＷ以上の発電出力の太陽光発電システムを設置又
は自営線で接続している場合これに加算:上限25万円

・充放電設備の導入:1口当たり1台のみを対象に10万円/1台（上限1台当たり10万円）
・高級車:840 万円以上の車両は上記のすべての上乗せ額に0.8を乗じる
※初度登録年度により補助額が変動するので、令和７年４月１日以降に初度登録又は初度検査された車両について記載

個人、事業
者
区市町村

FCV

69



70

東京都の導入支援について （2／7）
補助額対象者対象車両等補助金名称

・タクシー・ハイヤー事業者
（個人タクシー除く）

・事業者に対象車両をリー
スする リース事業者

・中小企業者（中小企業
基本法）

・中小規模事業者:中小
企業者で、使用するタク
シー台数が200台未満

電気自動車等タクシー（EV または
PHEV）次世代タク

シー導入促進
事業

【クール・ネット
東京 モビリ
ティチーム】

上記に加え、
研修等による従業員指導
等を実施

環境性能の高いUDタクシー（EV／
PHEV／HV（ハイブリッド））

（原則環境省補助を併用のうえ申請、下記上限金額と国の補助金の差額を補助）
・EVバス・PHEVバス・EVトラック:車両本体環境省補助基準額×3/２＋
後付けの給電機能の装備費用（上限4,200万円）

・PHEVトラック:車両本体環境省補助基準額×２＋ 後付けの給電機能
の装備費用（上限4,200万円）

・充放電設備・公共用充電設備の導入加算（リース事業者は対象外、１
口で１台のみ、上限10万円）
充放電設備:1口につき、助成対象車両1台に +10万円
公共用充電設備:普通充電:1口につき1台 +5万円

急速／超急速:各1口につき1台 +10万円
・環境認証（グリーン経営認証、もしくはISO14001）の取得による加算:
1台につき50万円加算

・バス事業者（旅客自動
車運送事業者）

・事業者（旅客運送以外）
（国・東京都・個人は除
く）

・地方公共団体（都内の
市町村・特別区）

・リース事業者

EVバス:外部充電可能・内燃機関な
し・定員11人以上
PHEVバス:外部充電可能・内燃機
関併用・定員11人以上
(車両本体・後付給電設備の装備費)

EVバス・EVト
ラック導入促

進事業
【クール・ネット
東京 モビリ
ティチーム】

EVトラック:外部充電可能・内燃機関
なし・車両総重量2.5t超
PHEVトラック:外部充電可能・内燃
機関併用・車両総重量2.5t超
(車両本体・後付給電設備の装備費)

車種
原則（助成対象者が通

常の場合）
中小規模事業者（中小

＋200台未満）
国の同種補助の交付決

定がある車両

EV
助成対象経費×1/4
（上限 100万円/台）

助成対象経費×1/2
（上限 160万円/台）

助成対象経費×1/4
（上限 60万円/台）

PHEV
助成対象経費×1/5
（上限 100万円/台）

助成対象経費×2/5
（上限 160万円/台）

助成対象経費×1/5
（上限 60万円/台）

UD区分
助成上限
（通常）

助成上限（中小
規模事業者）

国の同種補助の交
付決定がある車両

認定レベル1・2（または同等仕様
の福祉タクシー／リフト装備等）

60万円/台 100万円/台 40万円/台

認定レベル準1（または同等仕様
の福祉タクシー）

40万円/台 67万円/台 27万円/台
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東京都の導入支援について （3／7）
補助額対象者対象車両等補助金名称

◎本体助成（上限 5,000万円）
・バス本体助成金額 = バス本体購入費用 ­ 国補助等の額 ­ 基準額

◎上乗せ助成（上限2,000万円）（購入＋装備等に対して）
①申請年度から5年度以内に、都内本拠のFCバスを5台以上純増させる計画（車両導

入計画書提出）
②都内の自らの営業所等に商用水素ステーションを整備／誘致し運用

・バス上乗せ助成金額 = （バス本体購入費用 + バス装備類費用） ­ バス本体助成金
額 ­ 国補助等の額

◎環境認証による加算（地方公共団体は除く）
・グリーン経営認証 または ISO14001 を取得している旅客自動車運送事業者の場合:
+50万円/台

・民間企業（リース事業者
を含む。）

・地方公共団体
・独立行政法人（※）
・一般社団法人及び一般
財団法人並びに公益社団
法人及び公益財団法人

・法律により直接設立された
法人

・その他知事が認める者

バス:導入費（車
両購入・装備・リー
ス）への助成

FCVバス・タク
シー補助事業
【クール・ネット
東京 モビリ
ティチーム】

◎本体助成（上限370万円）
・タクシー本体助成金額 = （タクシー本体購入費用 + タクシー装備類費用） ­ 国補助
等の額 ­ 基準額

◎上乗せ助成（上限240万円）（購入＋装備等に対して）
①申請年度から5年度以内に、都内本拠のFCタクシーを5台以上純増（※中小企業は3

台以上）させる計画書を提出
②都内の自らの営業所等（コンソーシアム／グループ会社敷地含む）に定置式水素ステー

ションを整備／誘致し、商用目的で運用
・タクシー上乗せ助成金額 = （タクシー本体購入費用 + タクシー装備類費用） ­ タク
シー本体助成金額 ­ 国補助等の額

◎水素燃料への助成（1台当たり上限130万円/年）
・タクシー燃料費助成金額 ＝ 水素燃料代実績（税抜）－ 水素充填量実績 × LPガス
相当分単価

タクシー:導入費
（車両購入・装備・
リース）への助成
水素燃料費への助
成
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東京都の導入支援について （4／7）
補助額対象者対象車両等補助金名称

◎基本補助額:（以下、FCトラックをトラックと記載する。）
【大企業の場合】:上限額 小型トラック:1,300万円、大型トラック:5,600万円
【中小企業の場合】:上限額 小型トラック:2,600万円、大型トラック:9,600万円
・本体助成金額＝車両本体価格（税抜）－ 国補助等の額－ ディーゼルトラックの車両本体価格

◎上乗せ助成額:
・基本補助額と上乗せ助成額の合計上限金額 小型トラック:3,400万円/台、大型トラック:
11,500万円/台
①申請年度から5年度以内に、都内本拠のトラック＋水素エンジントラックを合計で5台以上純増（中

小は3台以上、大企業で小型トラックまたは水素エンジンのみ導入なら10台以上）する導入計画
②都内の自らの営業所等に 商用水素ステーションの整備または誘致を図る

・トラック上乗せ助成金額＝リース契約費用（税抜）－トラックリース契約本体助成金額（またはトラッ
クリース契約費用本体助成金額）－国補助等の額額

◎環境認証による加算（地方公共団体は除く）
・グリーン経営認証 または ISO14001 を取得している旅客自動車運送事業者の場合:+50万円/台

・民間企業、リー
ス事業者

・東京都と集中導
入支援事業の実
施に係る協定書
を結んだ区市町
村、

・独立行政法人
一般社団法人及
び一般財団法
人並びに公益社
団法人及び公
益財団法人

・法律により直接
設立された法人

・その他東京都知
事が認めるもの

FCトラック:車両
本体価格

燃料電池等ト
ラック実装支

援事業
【クール・ネット
東京 モビリ
ティチーム】

（集中導入支援事業の対象区市町村の場合）
➀水素ステーションの整備または誘致を図り、燃料電池ごみ収集車を10台以上導入する場合
・FCごみ収集車本体助成金額＝助成対象経費（税抜）×3/4－国補助等の額

➁燃料電池ごみ収集車を5台以上導入する場合
・FCごみ収集車本体助成金額＝助成対象経費（税抜）×3/4－国補助等の額）×3/4－国補助
等の額

燃料電池ごみ収
集車

◎基本助成額:
・水素エンジントラック本体助成金額 =（車両改造費用 ­ 国補助等の額）×2/3（上限額 1,100
万円）

◎上乗せ助成額:
・水素エンジントラック上乗せ助成金額 =（車両改造費用 + 車両購入費）­ 水素エンジントラック本
体助成金額 ­ 国補助等の額（上限:1,100万円）

水素エンジントラッ
ク:車両改造費
用およびベースと
なった車両購入費
用
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東京都の導入支援について （5／7）
補助額対象者対象車両等補助金名称

FC小型トラック:900万円/台・年
FC大型トラック:2,880万円/台・年
水素エンジントラック:1,200万円/台・年

民間企業、燃料電池ごみ収集車導入自
治体（都と協定締結市区町村）、独立
行政法人、一般社団法人及び一般財
団法人並びに公益社団法人及び公益
財団法人、法律により直接設立された法
人、その他東京都知事が認めるもの

FCトラック（FCごみ収
集車を含む）または水
素エンジントラックの運
用に必要な燃料費

燃料電池等トラッ
ク燃料費支援事

業
【クール・ネット東
京 モビリティチー

ム】
【増設・改修】
・大規模事業者:対象経費の4/5又は4億円のいずれか低い額
・中小事業者:対象経費の合計金額又は4億円のいずれか低い額
【障壁】
・大規模事業者:対象経費の4/5又は3000万円のいずれか低い額
・中小事業者:経費の合計金額又は3000万円のいずれか低い額 等

大規模事業者又は中小事業者

・水素供給設備（対
象設備の増設・改修
に要する費用

・障壁の設置費
など 多くの施設が対
象

燃料電池自動車
用水素供給設備

整備事業
【クール・ネット東
京 都市エネ促

進チーム】
【土地賃借料】
・大規模事業者:用地の賃借料の4/5に運営実績係数を乗じた額
・中小事業者:用地の賃借料の10/10に運営実績係数を乗じた額
【設備運営費】（大規模水素供給設備の場合）
・大規模事業者:（対象経費－国補助額×7/5）×1/2
・中小事業者:（対象経費－国補助額×7/5） 等

大規模事業者及び中小事業者

燃料電池自動車用水
素供給設備の運営に
かかる費用（土地賃
借料、設備運営費
等多くの費用が対象）

燃料電池自動車
用水素供給設備
需要創出活動費

支援事業
【同上】

【水素販売価格】
・大規模事業者:水素燃料代から軽油相当分を引いた金額（上限:水
素充填量実績（kg）に2,051（円/kg）を乗じた金額）

・中小事業者:水素燃料代から軽油相当分を引いた金額（上限:水素
充填量実績（kg）に2,315（円/kg）を乗じた金額）

【事務費相当額】
・大規模事業者:水素燃料代×5％（上限:水素充填量実績（kg）
に132（円/kg）を乗じた金額）

・中小事業者:水素燃料代×10％（上限:水素充填量実績（kg）に
290（円/kg）を乗じた金額）

大規模事業者及び中小事業者水素販売価格
事務費相当額

燃料電池自動車
用水素供給設備
需要創出活動費
（水素燃料費）

支援事業
【同上】

73



74

東京都の導入支援について （6／7）

補助額対象者対象車両等補助金名称

対象経費の1/2（国その他の団体からの補助金を充当する場合は、その金額を差し引いた
額）（上限40万円）

事業者（EV、PHEV
の所有者に限る）、
リース事業者

外部給電器（機器本体の
購入に要する費用）

電気自動車
等の普及促

進事業

【クール・ネッ
ト東京 モビ
リティチーム】

ア）対象経費の1/2（国その他の団体からの補助金を充当する場合は、その金額を差し引
いた額）（上限50万円）

イ）発電出力が 50kW 未満の太陽光発電システム及びEV又はPHEVをＶ２Ｈの設置と
併せて導入し、又は既に導入している場合:対象経費（国その他の団体からの補助
金を充当する場合は、その金額を差し引いた額）（上限100万円）

個人、事業者、リース
事業者

Ｖ２Ｈ（本体の機器費及
び設置に係る工事費）

ア）新築住宅
・発電出力が 3.6kW 以下の場合:対象経費（国その他の団体からの補助金を充当
する場合は、その金額を差し引いた額）（上限:住宅１棟当たり 36 万円か、発電
出力に 12 万円を乗じて得た額の小さいもの）

・発電出力が 3.6kW を超えかつ 50kW 未満の場合:対象経費（国その他の団体か
らの補助金を充当する場合は、その金額を差し引いた額）（上限:発電出力の数値
に 10 万円を乗じて得た金額）

イ）既存住宅:
・発電出力が 3.75kW 以下の場合:対象経費（国その他の団体からの補助金を充
当する場合は、その金額を差し引いた額）（上限:住宅１棟当たり 45 万円か、発
電出力に 15 万円を乗じて得た額の小さいもの）

・発電出力が 3.75kW を超えかつ 50kW 未満の場合:対象経費（国その他の団体
からの補助金を充当する場合は、その金額を差し引いた額）（上限:の発電出力の
数値に 12 万円を乗じて得た金額）

個人、事業者、リース
事業者

太陽光発電システム（本体
の機器費及び設置に係る工

事費）

対象経費の1/2（国その他の団体からの補助金を充当する場合は、その金額を差し引いた
額）（上限40万円）

個人、事業者
区市町村

燃料電池車両との外部給電
気（V2B等の充放電設備を
除く。）（機器本体の購入

に要する費用） 74



東京都の導入支援について （7／7）
補助額対象者対象車両等補助金名称

車両総重量3.5t超8t以下 100,000円/台
車両総重量8t超 200,000円/台
（上限額200,000円）

・中小企業者（個人事業
者を含む）

・上記の事業者へリースをす
るリース事業者

圧縮天然ガス自動車

東京都民間事業者に係る低公害・低
燃費車導入促進補助金
【東京都環境局環境改善部自動車

環境課低公害化支援担当】

◆融資あっせん

減税内容対象者設備等

初回新規登録を受けたものに対して、初回新規登録を受けた年度
及び翌年度から５年度分の自動車税種別割を全額免除

自動車税種別割の納税義
務者

電気自動車（EV）
プラグインハイブリッド自動車（PHV）
燃料電池自動車（FCV）

ZEV導入促進
税制

あっせん内容対象者対象車両等名称
融資限度額:1億円／1企業
利子補助:1/2
信用保証料補助:2/3

中小企業または
個人事業者

九都県市指定低公害・低燃
費車への買い替え

東京都環境保全資金融資あっせん
【東京都環境局環境改善部自動車
環境課低公害化支援担当】

◆税制特例措置
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●国の導入支援について:購入時に使われる代表的な国の補助金（１／３）

補助額等対象車両等対象者補助金名称

【令和8年1月1日～】補助額を見直し
・これまで、補助上限額については、EVは90万円、軽EVは58万円、PHEVは60
万円、 FCVは255万円としていた。日米関税協議の合意も踏まえて、種別間の
競争条件の公平を図る観点から、種別毎の標準車両価格に一定割合を乗じた
値を補助上限額として変更。

・令和8年1月1日以降に新車として新規登録を受ける車両に対し、見直し後の補
助上限額を踏まえた補助額を適用（車両の銘柄ごとの補助金交付額が設定）。

・詳細は公式情報参照:
（CEV補助金）https://www.cev-pc.or.jp/

EV（電気自動車）、
PHEV（プラグインハ
イブリッド）、
FCV（燃料電池
車）、超小型モビリ
ティ、
ミニカー、
側車付二輪自動車・
原動機付自転車

・個人
・法人（民間企業）
・個人事業主
・地方公共団体（都道府県・
市区町村など）

・その他の団体（公益法人・各
種法人・組合等）

・リースの場合:リース事業者ま
たは使用者（リース利用者）

CEV補助金
（クリーンエネ
ルギー自動車
導入促進補
助金）

【一般社団法人
次世代自動車振
興センター】

【補助対象車両一覧」に記載されている車両本体価格に対して】
◎乗車定員8人以下

EV :車両本体価格の１/４をベースに、JATA が必要と認めた額
PHEV:車両本体価格の１/５をベースに、JATA が必要と認めた額
FCV :車両本体価格の１/３をベースに、JATA が必要と認めた額

◎乗車定員９人以上
標準的燃費水準車両との差額の２／３をベースに、JATA が必要と認めた額

タクシー
・タクシー・バス事業者
・タクシー・バス車両のリース業者
・特定旅客自動車運送事業者
にタクシー・バス車両を貸与のう
え、旅客運送を委託する学校
法人又は企業等

・タクシー・バス車両と一体的に
導入される充電設備を所有す
る者

・地方公共団体
・その他大臣の承認を得て
JATAが適当と認める者

商用車等の
電動化促進
事業（タク
シー・バス）

【公益財団法人
日本自動車輸送
技術協会
（JATA）】

EV :標準的燃費水準車両との差額の2/3をベースに JATA が必要と認めた額
PHEV:標準的燃費水準車両との差額の2/3をベースに JATA が必要と認めた額
FCV :標準的燃費水準車両との差額の1/2をベースに JATA が必要と認めた額

バス

・急速充電・普通充電:機器補助率1/1or1/2（容量で変動）、工事補助率
1/1

・バッテリー交換式充電:機器補助率1/2、工事補助率1/1
・V2H充放電設備:機器補助率1/2、工事補助率:1/1
・外部給電器:機器補助率1/3
・高圧受電設備・設置工事費補助基準額:1/1

車両と一体的に充電
設備
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●国の導入支援について:購入時に使われる代表的な国の補助金（２／３）

補助額等対象者（対象事業等）対象車両等補助金名称

・車両総重量3.5ｔ超の事業用車両(緑ナンバー)
・新車で令和7年4月1日から令和8年1月30日までに新車新規登録された車両
・大型・中型・小型とも2025年度燃費基準達成した車両

◎下記の事業報告書等の提出が必須
※ エコドライブ等燃費改善取組体制構築・運用状況報告書
※ 燃費改善効果及びCO2削減効果計算（当該年度及びその後１年間報告）

中小トラック運送事業者
（資本金３億円又は従業員
数300人以下）に限る。) 又は
トラック運送事業者(中小事業
者)に車両をリースする事業者）

トラック

低炭素型ディー
ゼルトラック普及
加速化事業

【一般財団法人環
境優良車普及機
構】

・急速充電設備（５０ｋＷ以上）、補助率1/1
・充電設備の設置工事費、補助率1/1

１．高速道路ＳＡ・ＰＡ及び
道の駅等への充電設備設置事
業（経路充電）

充電設備の
購入費と充
電設備の設
置工事費

充電設備・
V2H充放電設
備・外部給電
器補助金

・急速充電設備、補助率1/1
・普通準電設備、補助率1/1以内または1/2以内
・充電設備の設置工事費、補助率1/1

２．商業施設及び宿泊施
設等への充電設備設置事業
（目的地充電）

・急速充電設備・普通準電設備、補助率1/2以内
・充電設備の設置工事費、補助率1/1

３．マンション、月極駐車場及
び事務所・工場等への充電設
備設置事業（基礎充電）

車型区分 2025年度 備考排出ガス
（車両総重量） 燃費基準 廃車有 廃車無 規制識別記号

大型（12t超） 75 50
中型（7.5t超～12t以下） 42 28
小型（3.5t超～7.5t以下） 15 10
※2025年度燃費基準達成レベルが105以上の場合、基準額に一律+５万円上乗せ

基準額（万円）

問わず
達成

（達成レベル
100以上）
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●国の導入支援について:購入時に使われる代表的な国の補助金（３／３）

補助額等対象者（対象事業等）対象車両等補助金名称

・同クラスの標準的燃費基準自動車との価格の差額の
1/2 

※１補助対象事業者当たり上限台数30台⇒100台に
拡大

①トラックを事業の用に供する者。
②トラックの貸渡し（リース）を業とする
者（①に貸し渡す者に限る。）
（個人、自家用、営業用すべて可）

ハイブリッド及び天然ガストラック
・ハイブリッド自動車
・天然ガス自動車

環境配慮型先
進トラック・バス
導入加速事業

【公益財団法人北
海道環境財団】

③バスを事業の用に供する者。
④バスの貸渡し（リース）を業とする者
（③に貸し渡す者に限る。）
（個人、自家用、営業用すべて可）

ハイブリッド及び天然ガスバス
（定員11人以上に限る。）
・ハイブリッド自動車
・天然ガス自動車

補助額対象者設備等

エコカー減税:EV,PHV,FCV,NGV（※）の免税
その他の車種は燃費性能、排出ガス性能に応じて軽減
※排ガス基準等の条件付

個人
または
法人

【自動車重量税】

EV・PHV・FCV・NGV等

環境性能割:EV,PHV,FCV,NGVの免税
その他の車種は燃費性能、排出ガス性能に応じて軽減

グリーン化特例:EV,PHV,FCV,NGV概ね75%の軽減
※古い車両については逆に重課

個人
または
法人

【自動車税】
【軽自動車税】

EV・PHV・FCV・NGV等

◆税制上の優遇措置
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